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（１）サービス内容の掲示（児童福祉法第 59条の２の２） 

利用者の見やすい場所に提供する保育サービスの内容等を掲示（ベビーシッ

ターは提示）及びインターネットを利用して公衆の閲覧に供することが必要

です。 

※公衆の閲覧に供する方法は、子ども・子育て支援情報公開システム（ここ de

サーチ）に掲載することとしています（児童福祉法施行規則第 49条の５第１

項）。 

 

（掲示内容） 

・設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名 

・建物その他の設備の規模及び構造 ※ベビーシッターは不要 

・施設の名称及び所在地 

・事業を開始した年月日 

・開所している時間 ※ベビーシッターは保育提供時間 

・提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき

額に関する事項並びにこれらの事項に変更を生じたことがある場合にあって

は当該変更のうち直近のものの内容及びその理由 

・入所定員 

・保育士その他の職員の配置数又はその予定 

・設置者及び職員に対する研修の受講状況（法第６条の３第９項に規定する業務

を目的とする施設、同条第 12項に規定する業務を目的とする施設（１日に保

育する乳幼児の数が５人以下のものに限る。）及び法第６条の３第 11項に規

定する業務を目的とする施設に限る。） 

・保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額 

・提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容 

・緊急時等における対応方法 

・非常災害対策 

・虐待の防止のための措置に関する事項 

・施設の設置者について、過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否か

の別（受けたことがある場合には、その命令の内容を含む。） 

 

（２）利用者に対する契約内容等の説明（児童福祉法第 59条の２の３） 

利用者に対し、サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する

事項について説明するよう努めなければなりません。 

 

 



 

2 

 

（３）契約時の書面等交付（児童福祉法第 59条の２の４） 

利用契約が成立した時は、その利用者に対し、契約内容等を記載した書面等を

交付することが必要です。 

 

（書面等交付内容） 

・設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地 

・当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項 

・施設の名称及び所在地 

・施設の管理者の氏名 

・当該利用者に対し提供するサービスの内容 

・保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額 

・提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容 

・利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先 

※あらかじめ、サービスに対する利用料金のほか食事代、入会金、キャンセル料

等を別途加算する場合にはその料金について、交付書面等により、利用者に明示

しておくことが必要です。 


